
事 務 連 絡

令和６年４月 24 日

都道府県

各 指定都市 障害保健福祉主管部（局）御中

中 核 市

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

地域生活・発達障害者支援室地域移行支援係

地域連携推進会議の手引きについて

平素より、障害保健福祉行政の推進にご尽力賜り厚くお礼申し上げます。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定により、障害者支援施設及び共同生活援助事業所

において、地域との連携等に資するため、地域連携推進会議の開催及び地域連携推進会議の

構成員が当該事業所を見学する機会を設けることが義務付けられました（令和６年度におい

ては、経過措置による努力義務）。

これに関連して、令和５年度障害者総合福祉推進事業「障害者支援施設及び共同生活援助

におけるサービスの質の確保のために必要な取組についての調査研究」を実施し、障害保健

福祉関係主管課長会議資料（令和６年３月 25日）において紹介した令和４年度障害者総合

推進事業「障害福祉サービス等の質の評価のための基準等の作成に関する研究」の「地域連

携推進会議（仮称）の手引き」の改訂版「地域連携推進会議の手引き」が作成されたので改

めて周知させていただきます。

各都道府県におかれましては、貴管内の市町村（特別区を含む。）に周知していただき、

円滑な制度施行に向けた御協力をお願いいたします。

資料１ 地域連携推進会議の手引き

資料２ 地域連携推進会議の手引き（別冊）資料編

資料３ 参考様式

【照会先】

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

地域生活・発達障害者支援室地域移行支援係 鈴木、神長

〒100－8916

東京都千代田区霞が関 1-2-2

電 話：03-5253-1111（内線）3045

ＦＡＸ：03-3591-8914

E-mail：chiiki-ikou@mhlw.go.jp


